
                               令和 6 年 10 月 29 日  

 

千葉大学病院で の研修を  

検討されている 方へ  

 

                           千葉大学医学部附属病院  

                           病院長  大  鳥  精  司  

病院研修生研修料の改定について  

  時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

  平素は病院研修の実施に種々ご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。  

 

  さて，この度， 本学における 病院研修生研修 料について，国立大学法人化 前からの  

同一料金である ことに加えて ，近年の物価高騰、 教職員の負担軽減及び働き方改革関  

連法への対応を図る観点から、令和 7 年 4 月 1 日より別紙のとおり 研修料を改定する  

運びとなりました。  

皆様におかれましては負担増となりますが ,何卒ご理解，ご協力のほどよろしくお願

いいたします。  

 

                   

 

 

 

 

 

 

                  【本件問い合せ先】  

千葉大学医学部附属病院  

総務課  総合医療教育係  

TEL 043-222-7171（内線 6012）  

FAX 043-224-3830 

E-mail： xai6023@office.chiba-u.jp 

 



○千葉大学医学部附属病院研修生受入れ規程 

（平成１６年４月１日） 

改正 平成１７年４月１日 平成２０年１月２１日 

平成２４年４月１日 平成２４年１１月１日 

平成２５年８月１日 平成２６年４月１日 

令和元年１０月１日 令和７年４月１日 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は，千葉大学医学部附属病院（第４条及び第１１条において「附属病

院」という。）において薬剤師，看護師，臨床検査技師，診療放射線技師等の医療技

術者等で免許等を有する者の研修に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（研修の種類等） 

第２条 研修の種類は，一般研修及び専門研修とする。 

２ 一般研修は，業務遂行上必要な知識及び技能の修得・向上並びに休職者に対する職場

復帰支援を目的とする。 

３ 専門研修は，一般研修以外で特定の専門的知識及び技能の修得を目的とする。 

４ 研修の受入れ職種は，別表のとおりとする。 

（申請） 

第３条 研修を受けようとする者は，次に掲げる書類を添えて附属病院長（以下「病院

長」という。）に申請しなければならない。 

一 病院研修申請書（別記様式第１号） 

二 履歴書 

三 免許証等の写し 

四 健康診断書 

（許可） 

第４条 病院長は，前条の申請があったときは，附属病院の業務に支障がないと認められ

るものに限り，病院研修生として受入れを許可することができる。受入れの許可は，

病院研修生受入許可書（別記様式第２号）によって行うものとする。 

（研修料） 

第５条 病院研修生として許可を受けた者は，研修料として別表に掲げる金額を納入しな

ければならない。ただし，特別の事情によりこれによることができない者にあって

は，あらかじめ病院長の承認を得た場合に限り，別段の取扱いをすることができる。 

２ 研修料は，病院研修生の受入れの許可を受けるときに研修の期間に応じ，その全額を

納付しなければならない。 

３ 既納の研修料は，返付しない。 

（研修課程） 

第６条 病院研修生の研修課程は，病院長が別に定める。 



（病院研修生の遵守義務） 

第７条 病院研修生は，千葉大学の諸規則等を守り，病院長の指示に基づいて研修を受け

なければならない。 

（許可の取消し） 

第８条 病院長は，病院研修生が前条の規定に違反し，又は病院研修生としてふさわしく

ない行為があったときは，当該研修生の研修を停止させ，又は第４条第１項の許可を

取り消すことができる。 

（医療上の事故等の発生時の責任） 

第９条 医療上の事故等の発生時の責任は，指導内容，指導態度等に起因する注意義務違

反については指導教員の責任とし，実施に伴う事故等の責任は当該病院研修生にある

ものとする。 

（証明書等の交付） 

第１０条 病院長は，当該研修に係る証明の願い出があったときは，必要な証明書等を交

付するものとする。 

（診療報酬の帰属） 

第１１条 研修生に係る診療報酬は，附属病院に帰属するものとする。 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか，病院研修生に関し必要な事項は，病院長が別に

定める。 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日） 
 

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１月２１日） 
 

この規程は，平成２０年１月２１日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日） 
 

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月１日） 
 

この規程は，平成２４年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年８月１日） 
 

この規程は，平成２５年８月１日から施行する。 



附 則（平成２６年４月１日） 
 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１０月１日） 
 

この規程は，令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和７年４月１日） 
 

１ この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

２ この改正規定の施行後に受け入れる研修生に係る研修料は，施行日より前に徴収する

場合であっても，改正後の研修料を適用する。 

 

  



 

別表（第５条関係） 

病院研修生受入れ職種及び研修料 

 

一般研修 

職種 研修料（消費税を含む。） 

保健師，助産師，看護師 １６,５００円／週  

薬剤師 １０,７２５円／週  

診療放射線技師，臨床検査技師，理学療法士，

作業療法士，視能訓練士，言語聴覚士，臨床工

学技士，義肢装具士，救急救命士，歯科衛生

士，歯科技工士，あん摩マッサージ指圧師，は

り師，きゅう師，柔道整復師，栄養士，臨床心

理士，精神保健福祉士，診療情報管理士 

８,２５０円／週  

 

専門研修 

職種 研修料等（消費税を含む。） 

診療放射線技師 

一般撮影専門研修，放射線治療専門

研修，CT検査専門研修，血管撮影専

門研修，マンモグラフィ専門研修， 

MR検査専門研修，核医学専門研修 

 ８２,５００円／週  

管理栄養士，看護師，薬剤師，臨床検査技師，

言語聴覚士，理学療法士，作業療法士，歯科衛

生士 

栄養サポートチーム専門療法士資格

取得のための研修 

３３,０００円（４０時間） 

 

  



別記様式第１号（第３条関係） 

 

（元号）  年  月  日 

 

 

  千葉大学医学部附属病院長 

                殿 

 

                    氏 名           ㊞ 

                    （元号）  年   月   日生 

                    現住所 

 

病 院 研 修 申 請 書 

 

  貴院において下記研修を受講したく，関係書類を添えて申請しますので，ご許可くだ

さるようお願いします｡ 

  なお，許可の上は，貴学の諸規則等を遵守するとともに，貴院の責任者の指示に従い

ます｡ 

 

記 

 

 １ 研 修 職 種 

 ２ 研修の種類 

 ３ 研 修 期 間  （元号）  年  月  日から 

          （元号）  年  月  日まで 

 

 

  



別記様式第２号（第４条関係） 

 

                      千大院   第     号 

                      （元号）   年  月  日 

 

 

病 院 研 修 生 受 入 許 可 書 

 

        殿 

                   千葉大学医学部附属病院長 

                                  ㊞ 

 

  （元号）  年  月  日付けで申請のあった下記研修については，受入れ 

を許可します｡ 

記 

 

 １ 研 修 職 種 

 ２ 研修の種類 

 ３ 研 修 期 間  （元号）  年  月  日から 

          （元号）  年  月  日まで 

 

 


